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５ 

報告第 ５ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



６ 

専決第 ６ 号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 町道において発生した自動車破損に係る損害賠償の額を決定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及

びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について（平成１８

年９月１１日おいらせ町議会議決）第１号の規定により、次のとおり専

決処分する。 

 

 

  令和 ６ 年 ７ 月 ８ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和６年４月９日に発生した、町道瑕疵による自動車破損に係る損害

賠償について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条第

１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第１

号の規定により専決処分するものである。  



７ 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （運転者）おいらせ町在住者 

 

２ 事故の概要 

  令和６年４月９日、午後５時頃、おいらせ町深沢一丁目地内の町道

において、町が管理する道路に生じた穴にタイヤが接触し、左側前・

後タイヤが破損したもの 

 

３ 損害賠償の額 

  １１，５８０円 

 

４ 示談の内容 

 （１）町は相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

  １１，５８０円を支払う。 

 （２）本件示談のほか、町及び相手方の間には、一切の債権債務関係

がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  １００パーセント 

  



８ 

報告第 ６ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



９ 

専決第 ７ 号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 町道において発生した自動車破損に係る損害賠償の額を決定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及

びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について（平成１８

年９月１１日おいらせ町議会議決）第１号の規定により、次のとおり専

決処分する。 

 

 

  令和 ６ 年 ７ 月 ８ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和６年４月９日に発生した、町道瑕疵による自動車破損に係る損害

賠償について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条第

１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第１

号の規定により専決処分するものである。  



１０ 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （運転者）三沢市在住者 

 

２ 事故の概要 

  令和６年４月９日、午後４時３０分頃、おいらせ町深沢一丁目地内

の町道において、町が管理する道路に生じた穴にタイヤが接触し、左

側後タイヤが破損したもの 

 

３ 損害賠償の額 

  ９，３５０円 

 

４ 示談の内容 

 （１）町は相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

  ９，３５０円を支払う。 

 （２）本件示談のほか、町及び相手方の間には、一切の債権債務関係

がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  １００パーセント  



１１ 

報告第 ７ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



１２ 

専決第 ８ 号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 町道において発生した自動車破損に係る損害賠償の額を決定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及

びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について（平成１８

年９月１１日おいらせ町議会議決）第１号の規定により、次のとおり専

決処分する。 

 

 

  令和 ６ 年 ７ 月 ８ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和６年４月９日に発生した、町道瑕疵による自動車破損に係る損害

賠償について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条第

１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第１

号の規定により専決処分するものである。  



１３ 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （運転者）おいらせ町在住者 

 

２ 事故の概要 

  令和６年４月９日、午後５時頃、おいらせ町深沢一丁目地内の町道

において、町が管理する道路に生じた穴にタイヤが接触し、左側前・

後タイヤ及び車軸が破損したもの 

 

３ 損害賠償の額 

  １４６，７８４円 

 

４ 示談の内容 

 （１）町は相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

  １４６，７８４円を支払う。 

 （２）本件示談のほか、町及び相手方の間には、一切の債権債務関係

がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  １００パーセント  



１４ 

報告第 ８ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



１５ 

専決第 ９ 号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 おいらせ町馳下り地内において発生した自動車破損に係る損害賠償の

額を決定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定に

ついて（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）第１号の規定によ

り、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和 ６ 年 ８ 月１９日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和６年５月１５日に発生した、町の瑕疵による自動車破損に係る損

害賠償について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条

第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第

１号の規定により専決処分するものである。  



１６ 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （運転者）おいらせ町在住者 

 

２ 事故の概要 

  令和６年５月１５日、午前１０時３０分頃、おいらせ町馳下り地内

において、町が管理する下水道マンホールが２０センチ以上隆起して

いることに気づかずに車を接触させ、バンパーの脱落など車体の一部

が破損したもの 

 

３ 損害賠償の額 

  ６８，７５９円 

 

４ 示談の内容 

 （１）町は相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

  修理費総額１３７，５１８円の５割に相当する６８，７５９円を支

払う。 

 （２）本件示談のほか、町及び相手方の間には、一切の債権債務関係

がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  ５０パーセント  



１７ 

報告第 ９ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 町の瑕疵による自動車破損に係る損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを

報告する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



１８ 

専決第１０号 

 

   自動車破損に係る損害賠償の額の決定について 

 

 おいらせ町洋光台一丁目地内において発生した自動車破損に係る損害

賠償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の

指定について（平成１８年９月１１日おいらせ町議会議決）第１号の規

定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和 ６ 年 ８ 月２９日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 令和６年５月１７日に発生した、町の瑕疵による自動車破損に係る損

害賠償について、損害賠償の額が確定したため、地方自治法第１８０条

第１項及びおいらせ町長の専決処分できる軽易な事項の指定について第

１号の規定により専決処分するものである。  



１９ 

別  紙 

 

 

１ 相手方 

  （運転者）おいらせ町在住者 

 

２ 事故の概要 

  令和６年５月１７日、午後７時頃、おいらせ町洋光台一丁目地内に

おいて、強風により町が管理する公園の木から落下した枝に車を接触

させ、ドアの下部など車体の一部が破損したもの 

 

３ 損害賠償の額 

  ６０，１１６円 

 

４ 示談の内容 

 （１）町は相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償として 

  修理費総額１２０，２３２円の５割に相当する６０，１１６円を支

払う。 

 （２）本件示談のほか、町及び相手方の間には、一切の債権債務関係

がないことを確認する。 

 

５ 町の過失割合 

  ５０パーセント  



２０ 

報告第１０号 

 

   放棄した債権の報告について 

 

 おいらせ町債権管理条例（平成２４年おいらせ町条例第３号）第１３

条第１項の規定に基づき、別紙のとおり債権を放棄したので、同条第２

項の規定により報告する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

  



 

 

 

２
１

 

別紙：放棄した債権 

 

番号 債権の種類 件数(件) 債権の額（円） 対象年度 放棄年月日 適用事由 備考 

１ 町営住宅使用料 ７ ４６４，８００ 平成２０年度 令和６年３月３１日 

おいらせ町債権管理

条例第 13 条第 1 項

第 1 号及び第 6 号 

消滅時効 

生活困窮 

２ 町営住宅使用料 ６４ ３１３，９００ 
平成２２年度～ 

平成２９年度 
令和６年３月３１日 

おいらせ町債権管理

条例第 13 条第 1 項

第 1 号及び第 7 号 

消滅時効 

所在不明 

合 計 ７１ ７７８，７００  ２人 

 



 

２２ 

報告第１１号 

 

   令和５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計継続費精算報告に

ついて 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規

定に基づき、令和５年度に終了したおいらせ町公共下水道事業特別会計

継続費の精算について、別紙のとおり報告する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 



 

 

 

２
３

 

  



 

２４ 

諮問第 １ 号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委

員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の

意見を求める。 

 

記 

 

推薦する者の住所、氏名、生年月日 

  住  所   

  氏  名  川口
かわぐち

 晴彦
はるひこ

 

  生年月日   

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 １人の委員（西舘あい子氏）の退任に伴い、後任の委員に川口晴彦氏

を候補者として推薦することについて、意見を求めるものである。



 

２５ 

諮問第 １ 号参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２６ 

  



 

２７ 

諮問第 ２ 号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委

員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の

意見を求める。 

 

記 

 

推薦する者の住所、氏名、生年月日 

  住  所   

  氏  名  髙谷
た か や

 直子
な お こ

 

  生年月日   

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 １人の委員（齊藤晴美氏）の退任に伴い、後任の委員に髙谷直子氏を

候補者として推薦することについて、意見を求めるものである。



 

２８ 

諮問第 ２ 号参考資料 

 
 

  



 

２９ 

議案第４１号 

 

   おいらせ町農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

 おいらせ町農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 農業委員会の委員定数の見直しにより、定数を減数変更するため提案

するものである。 



 

３０ 

   おいらせ町農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正す

る条例 

 おいらせ町農業委員会の委員の定数に関する条例（平成２７年おいら

せ町条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「１９人」を「１４人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  



 

３１ 

議案第４２号 

 

   おいらせ町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令（平成２７年

総務省令第７３号）の一部改正に伴い、減収補填措置の対象施設（特定

業務施設の整備に併せて整備される特定業務児童福祉施設）を追加する

ため、提案するものである。  



 

３２ 

   おいらせ町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条

例（平成３０年おいらせ町条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「特定業務施設（以下「特定業務施設」という。）」を「特定

業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務

施設の新設に併せて整備されるもの（以下「特定業務施設等」という。）」

に、「当該特定業務施設」を「当該特定業務施設等」に改める。 

 第２条中「特定業務施設の」を「特定業務施設等の」に改める。 

 第３条及び第７条中「特定業務施設」を「特定業務施設等」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  



 

３３ 

議案第４３号 

 

   おいらせ町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の一部改正に伴い、被

保険者証が廃止されることから、所要の改正を行うため提案するもので

ある。  



 

３４ 

   おいらせ町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町国民健康保険条例（平成１８年おいらせ町条例第１１３号）

の一部を次のように改正する。 

 第１３条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場

合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求め

られてこれに応じない場合は」を「又は虚偽の届出をした場合において

は、その者に対し」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法

律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前の例による

こととされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 

  



 

３５ 

議案第４４号 

 

   おいらせ町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 青森県乳幼児はつらつ育成事業実施要領の一部改正に伴い、所要の改

正を行うため提案するものである。  



 

３６ 

   おいらせ町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町乳幼児医療費給付条例（平成１８年おいらせ町条例第  

１０６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「所得（」の次に「児童手当法施行令の一部を改正する政令

（令和６年政令第 号）による改正前の」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年１０月１日から施行する。  



 

３７ 

議案第４５号 

 

   おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び

おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及びおい

らせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）及び指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令

第３７号）の一部改正に伴い、地域包括支援センターにおける職員配置

の柔軟化に関して必要な事項を定めるため、提案するものである。  



 

３８ 

   おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び

おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 （おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第１条 おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

（平成２７年おいらせ町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第４号中「第１４０条の６６第１号ロ(2)」を「第１４０条の

６６第１号イ」に改める。 

  第４条第１項中「その員数」の次に「（おいらせ町介護保険運営協議

会が第１号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を

勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法（当該地域包括支

援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにお

いて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包

括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法を

いう。）によることができる。）」を加え、同項第３号中「介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号。次項第２号において「省令」

という。）」を「省令」に改める。 

 （おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例（平成２７年おいらせ町条例第４号）の一部を

次のように改正する。 

  第１３条第１号中「第１４０条の６６第１号ロ(2)」を「第１４０条

の６６第１号イ」に改める。 



 

３９ 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  



 

４０ 

議案第４６号 

 

   おいらせ町学校給食費の免除に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

 おいらせ町学校給食費の免除に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金を活用して、他市

町村から区域外就学する児童生徒等についても学校給食費無償化事業の

対象とするため、提案するものである。  



 

４１ 

   おいらせ町学校給食費の免除に関する条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町学校給食費の免除に関する条例（平成３０年おいらせ町条

例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「で、おいらせ町に住所を有している者」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 



 

４２ 

議案第４７号 

 

   木ノ下中学校講堂改築工事（建築）請負契約の締結について 

 

 木ノ下中学校講堂改築工事（建築）請負契約を別紙のとおり締結する

ものとする。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びお

いらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第２条の規定により、木ノ下

中学校講堂改築工事（建築）請負契約を締結するため提案するものであ

る。



 

４３ 

別 紙 

 

 

 １ 契約の目的  木ノ下中学校講堂改築工事（建築） 

 

 ２ 契約の方法  指名競争入札 

 

 ３ 契約金額   ６９８，５００，０００円 

 

 ４ 契約の相手方 青森県上北郡おいらせ町立蛇７１番地 

株式会社 柏崎組 

代表取締役社長 柏崎 尚久 



 

４４ 

議案第４８号 

 

   木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）請負契約の締結について 

 

 木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）請負契約を別紙のとおり締結

するものとする。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びお

いらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第２条の規定により、木ノ下

中学校講堂改築工事（電気設備）請負契約を締結するため提案するもの

である。



 

４５ 

別 紙 

 

 

 １ 契約の目的  木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備） 

 

 ２ 契約の方法  指名競争入札 

 

 ３ 契約金額   ５６，６８３，０００円 

 

 ４ 契約の相手方 青森県上北郡おいらせ町一川目四丁目１２７番地１２５ 

有限会社アイテック 

代表取締役 相坂 正雄 



 

４６ 

議案第４９号 

 

   木ノ下中学校講堂改築工事（機械設備）請負契約の締結について 

 

 木ノ下中学校講堂改築工事（機械設備）請負契約を別紙のとおり締結

するものとする。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びお

いらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第２条の規定により、木ノ下

中学校講堂改築工事（機械設備）請負契約を締結するため提案するもの

である。



 

４７ 

別 紙 

 

 

 １ 契約の目的  木ノ下中学校講堂改築工事（機械設備） 

 

 ２ 契約の方法  指名競争入札 

 

 ３ 契約金額   ６７，６５０，０００円 

 

 ４ 契約の相手方 青森県上北郡おいらせ町向山東三丁目２７３６番地１０ 

株式会社 成田総合設備 

代表取締役 成田 輝彦 



 

４８ 

議案第５０号 

 

   いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約の締結につ

いて 

 

 いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約を別紙のとおり

締結するものとする。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びお

いらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第２条の規定により、いちょ

う公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約を締結するため提案する

ものである。



 

４９ 

別 紙 

 

 

 １ 契約の目的  いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事 

 

 ２ 契約の方法  条件付き一般競争入札 

 

 ３ 契約金額   ６７，１００，０００円 

 

 ４ 契約の相手方 青森県上北郡おいらせ町深沢平８８番地 

株式会社 種市建業 

代表取締役 小向 卓美 



 

５０ 

議案第５１号 

 

   いちょう公園体育館移動式バスケットゴール購入契約の締結につ

いて 

 

いちょう公園体育館移動式バスケットゴール購入契約を別紙のとお

り締結するものとする。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及びお

いらせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第３条の規定により、いちょ

う公園体育館移動式バスケットゴール購入契約を締結するため提案する

ものである。 



 

５１ 

別 紙 

 

 

１ 契約の目的   いちょう公園体育館移動式バスケットゴール 

購入 

 

２ 契約の方法   指名競争入札 

 

３ 契約金額    ６，２７０，０００円 

 

４ 契約の相手方  青森県三沢市中央町二丁目１５番１号 

          株式会社 石岡燃料スポーツ 

          代表取締役 石岡 通秀 

  



 

５２ 

議案第５２号 

 

   青森県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定

に基づき、青森県後期高齢者医療広域連合規約を別紙のとおり変更する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）等の一部改正により、現行の被保険者

証が廃止されることに伴い、地方自治法第２９１条の３第１項の規定に

基づき、青森県後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて協

議するため、提案するものである。 



 

５３ 

   青森県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 青森県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年青森県指令第１５９

号）の一部を次のように変更する。 

 別表第１の２及び３中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書

等」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和６年１２月２日から施行する。  



 

５４ 

議案第５３号 

 

   令和６年度おいらせ町一般会計補正予算（第３号）について 

 

令和６年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７１，０９０千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，４３７，１５９

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 

 （繰越明許費） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規

定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３表

繰越明許費」による。 

 （債務負担行為） 

第４条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、「第４表債務負担行為」による。 

 （地方債の補正） 

第５条 地方債の追加及び変更は、「第５表地方債補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆
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５
６

 

 

  



 

 

 

５
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５
８

  

  



 

 

 

５
９

 

 

  



 

 

 

６
０

 

 

  



 

 

 

６
１

 

  



 

 

 

６
２

 

 

 



 

６３ 

議案第５４号 

 

令和６年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

 

令和６年度おいらせ町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，９１１千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，３２１，１１７千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

 

 

６
４

 

 

  



 

 

 

６
５

 

 

  



 

６６ 

議案第５５号 

 

令和６年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 

令和６年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計補正予算は、次に

定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，１９１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

 

 

６
７

 

 

  



 

 

 

６
８

 

  



 

６９ 

議案第５６号 

 

令和６年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 

令和６年度おいらせ町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２７，１５８千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，５６２，３９５

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

 

 

７
０

 

 

  



 

 

 

７
１

 

 

  



 

７２ 

議案第５７号 

 

令和６年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について 

 

令和６年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７，８２８千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３２，４２３千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 



 

 

 

７
３

 

 

  



 

 

 

７
４

 

 

  



 

７５ 

議案第５８号 

 

令和６年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第１号）について 

 

（総則） 

第１条 令和６年度おいらせ町病院事業会計の補正予算は、次に定める

ところによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条  令和６年度おいらせ町病院事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科  目）     （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

収   入 

 第１款 事業収益   1,078,115 千円    13,156 千円   1,091,271 千円 

  第１項 医業収益   909,712 千円    11,656 千円    921,368 千円 

  第２項 医業外収益  168,401 千円    1,500 千円   169,901 千円 

支   出 

第１款  事業費用      1,078,115 千円   13,156 千円  1,091,271 千円 

第１項 医業費用    1,069,914 千円     13,156 千円    1,083,070 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条  予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額 22,884 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して

不足する額 28,684 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 22,884 千

円」を「当年度分損益勘定留保資金 28,684 千円」に改め、資本的支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科  目）        （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

支   出 

第１款  資本的支出      64,955 千円    5,800 千円   70,755 千円 

第１項  建設改良費   21,815 千円   5,800 千円      27,615 千円 



 

７６ 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）   （既決予定額）    （補正予定額）       （ 計 ） 

（１）職員給与費        557,450 千円       13,106 千円     570,556 千円 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



 

７７ 

議案第５９号 

 

令和６年度おいらせ町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

（総則） 

第１条 令和６年度おいらせ町下水道事業会計の補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和６年度おいらせ町下水道事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

          （既決予定額） （補正予定額） （計） 

（4）主な建設改良事業 

管路建設改良事業   130,619 千円  3,142 千円  133,761 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり

補正する。 

 （科 目）   （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

           収   入 

第１款  事業収益  880,148千円  4,681千円  884,829千円 

 第２項 営業外収益 658,548千円  4,681千円  663,229千円 

 

           支   出 

第１款  事業費   764,818千円  4,681千円  769,499千円 

 第１項 営業費用  662,714千円  2,681千円  665,395千円 

 第３項 特別損失   11,406 千円  2,000千円   13,406 千円 

 



 

７８ 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり

補正する。 

 （科 目）     （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収   入 

第１款  資本的収入  676,558千円  4,417千円 680,975千円 

 第２項 他会計補助金 289,726千円  4,417千円 294,143千円 

            支   出 

第 1款  資本的支出  877,887千円  4,417千円 882,304千円 

 第１項 建設改良費  196,872千円  4,417千円 201,289千円 

 

（特例的収入及び支出） 

第５条 予算第４条の２中「9,582 千円」を「10,777 千円」に、「20,307

千円」を「16,405 千円」に改める。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （科 目）     （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

 （1）職員給与費    32,722 千円   3,708 千円  36,430 円 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

  



 

７９ 

認定第 １ 号 

 

   令和５年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算について、監査委員の

意見を付し別冊のとおり認定を求める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

８０ 

認定第 ２ 号 

 

   令和５年度おいらせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度おいらせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、

監査委員の意見を付し別冊のとおり認定を求める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 



 

８１ 

認定第 ３ 号 

 

令和５年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算につ

いて、監査委員の意見を付し別冊のとおり認定を求める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

８２ 

認定第 ４ 号 

 

令和５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算につい

て、監査委員の意見を付し別冊のとおり認定を求める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

８３ 

認定第 ５ 号 

 

令和５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

いて、監査委員の意見を付し別冊のとおり認定を求める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

８４ 

認定第 ６ 号 

 

令和５年度おいらせ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度おいらせ町介護保険特別会計歳入歳出決算について、監

査委員の意見を付し別冊のとおり認定を求める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

  



 

８５ 

認定第 ７ 号 

 

令和５年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て、監査委員の意見を付し別冊のとおり認定を求める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 



 

８６ 

認定第 ８ 号 

 

令和５年度おいらせ町病院事業会計決算認定について 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、令和５年度おいらせ町病院事業会計決算について、監査委員の

意見を付し別冊のとおり認定を求める。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

  



 

８７ 

報告第１２号 

 

   令和５年度おいらせ町健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、令和５年度おいらせ町

健全化判断比率及び資金不足比率を、監査委員の意見を付し別紙のとお

り報告する。 

 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 



 

８８ 

１ 健全化判断比率 

健 全 化 判 断 比 率 備   考 

実 質 赤 字 比 率 
－  

（14.07％） 

実質黒字比率 2.91％ 

連結実質赤字比率 
－  

（19.07％） 

連結実質黒字比率 21.11％ 

実 質 公 債 費 比 率 
10.1％  

（ 25.0％） 

 

将 来 負 担 比 率 
－  

（350.0％） 

将来負担比率△37.90％ 

 ＊ （ ）の数値は早期健全化基準の比率 

 

２ 資金不足比率 

特別会計の名称 資金不足比率 備   考 

病 院 事 業 会 計 
－  

（20.0％） 

・令第 17 条第 1 号の規定による

事業の規模 835,756 千円 

・資金剰余比率 121.2％ 

公共下水道事業 

特 別 会 計 

－  

（20.0％） 

・令第 17 条第 3 号の規定による

事業の規模 182,406 千円 

・資金剰余比率 8.1％ 

農業集落排水事業 

特 別 会 計 

－  

（20.0％） 

・令第 17 条第 3 号の規定による

事業の規模 34,523 千円 

・資金剰余比率 47.1％ 

＊ （ ）の数値は経営健全化基準の比率 

 ＊ 「令」は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 

 



８９ 

令和６年 第３回おいらせ町議会定例会議案書 添付参考資料 

№ 内  容 頁 

1 諮問第１号関係 
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることに

ついて 
90 

2 諮問第２号関係 
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることに

ついて 
91 

3 議案第 41号関係 
おいらせ町農業委員会の委員の定数に関する条例 新旧

対照表（抜粋） 
92 

4 議案第 42号関係 
おいらせ町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措

置に関する条例 新旧対照表（抜粋） 
93 

5 議案第 43号関係 おいらせ町国民健康保険条例 新旧対照表（抜粋） 96 

6 議案第 44号関係 おいらせ町乳幼児医療費給付条例 新旧対照表（抜粋） 97 

7 議案第 45号関係 

おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める

条例及びおいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について 

(1) おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例 新旧対照表（抜粋） 

(2) おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 新旧

対照表（抜粋） 

98 

8 議案第 46号関係 
おいらせ町学校給食費の免除に関する条例 新旧対照表

（抜粋） 
100 

9 議案第 47号関係 
木ノ下中学校講堂改築工事（建築）請負契約の締結につ

いて 
101 

10 議案第 48号関係 
木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）請負契約の締結

について 
102 

11 議案第 49号関係 
木ノ下中学校講堂改築工事（機械設備）請負契約の締結

について 
103 

12 議案第 50号関係 
いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約の

締結について 
104 

13 議案第 51号関係 
いちょう公園体育館移動式バスケットゴール購入契約の

締結について 
105 

14 議案第 52号関係 青森県後期高齢者医療広域連合規約 新旧対照表（抜粋） 106 

 



９０ 

１ 諮問第１号関係 

 

 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 推薦する者の住所、氏名、生年月日 

 

   住  所   

   氏  名  川口
かわぐち

 晴彦
はるひこ

 

   生年月日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



９１ 

２ 諮問第２号関係 

 

 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 推薦する者の住所、氏名、生年月日 

 

   住  所   

   氏  名  髙谷
たかや

 直子
なおこ

 

   生年月日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



９２ 

３ 議案第４１号関係 

 おいらせ町農業委員会の委員の定数に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

 （委員の定数）  （委員の定数） 

第２条 委員の定数は１４人とする。 第２条 委員の定数は１９人とする。 

  



９３ 

４ 議案第４２号関係 

 おいらせ町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例 新旧対照表

（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方税法(昭和２５年法

律第２２６号)第６条の規定により、当町に

係る地域再生法(平成１７年法律第２４号。

以下「法」という。)第８条第１項に規定す

る認定地域再生計画に記載されている法第

５条第４項第５号イに規定する地方活力向

上地域(以下「地方活力向上地域」という。)

内において法第１７条の２第６項に規定す

る認定地方活力向上地域等特定業務施設整

備計画に従って法第５条第４項第５号に規

定する特定業務施設及び同号に規定する特

定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施

設の新設に併せて整備されるもの(以下「特

定業務施設等」という。)を新設し、又は増

設した法第１７条の２第４項に規定する認

定事業者(以下「認定事業者」という。)につ

いて、当該特定業務施設等の用に供する機

械及び装置、建物若しくは構築物又はこれ

らの敷地である土地に対する固定資産税の

特別措置について必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条 この条例は、地方税法(昭和２５年法

律第２２６号)第６条の規定により、当町に

係る地域再生法(平成１７年法律第２４号。

以下「法」という。)第８条第１項に規定す

る認定地域再生計画に記載されている法第

５条第４項第５号イに規定する地方活力向

上地域(以下「地方活力向上地域」という。)

内において法第１７条の２第６項に規定す

る認定地方活力向上地域等特定業務施設整

備計画に従って法第５条第４項第５号に規

定する特定業務施設(以下「特定業務施設」

という。)を新設し、又は増設した法第１７

条の２第４項に規定する認定事業者(以下

「認定事業者」という。)について、当該特

定業務施設の用に供する機械及び装置、建

物若しくは構築物又はこれらの敷地である

土地に対する固定資産税の特別措置につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（課税免除） （課税免除） 

第２条 地方活力向上地域内において、法第

５条第１８項(法第７条第２項において準

用する場合を含む。)の規定により法第５条

第１項に規定する地域再生計画(同条第４

項第５号に規定する地方活力向上地域等特

定業務施設整備事業に関する事項が記載さ

れたものに限る。)が公示された日(地域再

生法の一部を改正する法律(平成２７年法

律第４９号)の施行の日以後最初に公示さ

れた日に限る。以下「公示日」という。)か

ら令和８年３月３１日までの期間(第６条

において「対象期間」という。)内に、法第

１７条の２第３項の規定に基づき、同条第

第２条 地方活力向上地域内において、法第

５条第１８項(法第７条第２項において準

用する場合を含む。)の規定により法第５条

第１項に規定する地域再生計画(同条第４

項第５号に規定する地方活力向上地域等特

定業務施設整備事業に関する事項が記載さ

れたものに限る。)が公示された日(地域再

生法の一部を改正する法律(平成２７年法

律第４９号)の施行の日以後最初に公示さ

れた日に限る。以下「公示日」という。)か

ら令和８年３月３１日までの期間(第６条

において「対象期間」という。)内に、法第

１７条の２第３項の規定に基づき、同条第



９４ 

改 正 案 現   行 

１項に規定する地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画の認定を受けた認定事業者

(同項第１号に掲げる事業を実施する者に

限る。)であって、当該認定を受けた日から

同日の翌日以後３年を経過する日まで(同

日までに同条第６項の規定により当該認定

を取り消されたときは、その取り消された

日の前日まで)の間に、特定業務施設等の用

に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭

和４０年政令第９６号)第６条第１号から

第７号まで又は法人税法施行令(昭和４０

年政令第９７号)第１３条第１号から第７

号までに掲げるものに限る。)で取得価額の

合計額が３，８００万円(租税特別措置法

(昭和３２年法律第２６号)第１０条第８項

第６号に規定する中小事業者、同法第４２

条の４第１９項第７号に規定する中小企業

者及び法人税法(昭和４０年法律第３４号)

第６６条第６項に規定する中小通算法人に

あっては、１，９００万円)以上のもの(以

下「特別償却設備」という。)を新設し、又

は増設した者に対し、当該特別償却設備で

ある家屋又は構築物及び償却資産並びに当

該家屋又は構築物の敷地である土地(公示

日以後に取得したものに限り、かつ、土地

については、その取得の日の翌日から起算

して１年以内に当該土地を敷地とする当該

家屋又は構築物の建設の着手があった場合

における当該土地に限る。)に対して課する

固定資産税の課税の免除(以下「課税免除」

という。)をする。 

１項に規定する地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画の認定を受けた認定事業者

(同項第１号に掲げる事業を実施する者に

限る。)であって、当該認定を受けた日から

同日の翌日以後３年を経過する日まで(同

日までに同条第６項の規定により当該認定

を取り消されたときは、その取り消された

日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に

供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和

４０年政令第９６号)第６条第１号から第

７号まで又は法人税法施行令(昭和４０年

政令第９７号)第１３条第１号から第７号

までに掲げるものに限る。)で取得価額の合

計額が３，８００万円(租税特別措置法(昭

和３２年法律第２６号)第１０条第８項第

６号に規定する中小事業者、同法第４２条

の４第１９項第７号に規定する中小企業者

及び法人税法(昭和４０年法律第３４号)第

６６条第６項に規定する中小通算法人にあ

っては、１，９００万円)以上のもの(以下

「特別償却設備」という。)を新設し、又は

増設した者に対し、当該特別償却設備であ

る家屋又は構築物及び償却資産並びに当該

家屋又は構築物の敷地である土地(公示日

以後に取得したものに限り、かつ、土地に

ついては、その取得の日の翌日から起算し

て１年以内に当該土地を敷地とする当該家

屋又は構築物の建設の着手があった場合に

おける当該土地に限る。)に対して課する固

定資産税の課税の免除(以下「課税免除」と

いう。)をする。 

（課税免除の期間） （課税免除の期間） 

第３条 前条の規定による課税免除の期間

は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該

固定資産を特定業務施設等の用に供した日

の属する年の翌年(当該日が１月１日であ

る場合においては、当該日の属する年)の４

月１日の属する年度)以後３箇年度とする。 

第３条 前条の規定による課税免除の期間

は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該

固定資産を特定業務施設の用に供した日の

属する年の翌年(当該日が１月１日である

場合においては、当該日の属する年)の４月

１日の属する年度)以後３箇年度とする。 



９５ 

改 正 案 現   行 

（不均一課税の期間及び税率） （不均一課税の期間及び税率） 

第７条 前条の不均一課税の期間は、固定資

産税を課すべき最初の年度(当該固定資産

を特定業務施設等の用に供した日の属する

年の翌年(当該日が１月１日である場合に

おいては、当該日の属する年)の４月１日の

属する年度。以下「第１年度」という。)以

降３箇年度とし、不均一課税の税率は、第

１年度においては１００分の０．１４、第

２年度(第１年度の翌年度をいう。以下同

じ。)においては１００分の０．４６７、第

３年度(第２年度の翌年度をいう。)におい

ては１００分の０．９３３とする。 

第７条 前条の不均一課税の期間は、固定資

産税を課すべき最初の年度(当該固定資産

を特定業務施設の用に供した日の属する年

の翌年(当該日が１月１日である場合にお

いては、当該日の属する年)の４月１日の属

する年度。以下「第１年度」という。)以降

３箇年度とし、不均一課税の税率は、第１

年度においては１００分の０．１４、第２

年度(第１年度の翌年度をいう。以下同じ。)

においては１００分の０．４６７、第３年

度(第２年度の翌年度をいう。)においては

１００分の０．９３３とする。 

  



９６ 

５ 議案第４３号関係 

 おいらせ町国民健康保険条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（罰則） （罰則） 

第１３条 世帯主が法第９条第１項若しくは

第５項の規定による届出をせず、又は虚偽

の届出をした場合においては、その者に対

し、１０万円以下の過料に処する。 

第１３条 世帯主が法第９条第１項若しくは

第９項の規定による届出をせず、若しくは

虚偽の届出をした場合又は同条第３項若し

くは第４項の規定により被保険者証の返還

を求められてこれに応じない場合は、１０

万円以下の過料に処する。 

 

 

  



９７ 

６ 議案第４４号関係 

 おいらせ町乳幼児医療費給付条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（給付の要件） （給付の要件） 

第３条 乳幼児医療費の給付は、本町に住所

を有し、及び医療保険各法の被保険者又は

被扶養者である乳幼児の保護者(規則で定

める特別の理由により乳幼児医療費を支払

うことが困難であると町長が認めた場合を

除き、その者の前年(１月から６月までの間

に新たに次条の認定を受けようとする場合

にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の

所得(児童手当法施行令の一部を改正する

政令（令和６年政令第 号）による改正前

の児童手当法施行令(昭和４６年政令第２

８１号)第２条及び第３条の規定に基づい

て算出した額をいう。以下同じ。)が、その

者の所得税法(昭和４０年法律第３３号)に

規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以

下「扶養親族等」という。)並びにその者の

扶養親族等でない乳幼児でその者が前年の

１２月３１日において生計を維持したもの

の有無及び数に応じて別表に定める額以上

の者は除く。)に対しこれを行う。 

第３条 乳幼児医療費の給付は、本町に住所

を有し、及び医療保険各法の被保険者又は

被扶養者である乳幼児の保護者(規則で定

める特別の理由により乳幼児医療費を支払

うことが困難であると町長が認めた場合を

除き、その者の前年(１月から６月までの間

に新たに次条の認定を受けようとする場合

にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の

所得(児童手当法施行令(昭和４６年政令第

２８１号)第２条及び第３条の規定に基づ

いて算出した額をいう。以下同じ。)が、そ

の者の所得税法(昭和４０年法律第３３号)

に規定する同一生計配偶者及び扶養親族

(以下「扶養親族等」という。)並びにその者

の扶養親族等でない乳幼児でその者が前年

の１２月３１日において生計を維持したも

のの有無及び数に応じて別表に定める額以

上の者は除く。)に対しこれを行う。 

  



９８ 

７ 議案第４５号関係 

 おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及びおいらせ町指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 (1) おいらせ町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（定義） （定義） 

第２条 略 第２条 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) おいらせ町介護保険運営協議会 介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号。以下「省令」という。）第１４

０条の６６第１号イに規定する地域包括

支援センター運営協議会としておいらせ

町執行機関の附属機関の設置等に関する

条例（平成２７年おいらせ町条例第３１

号）第３条第１項の規定により設置する

町長の附属機関をいう。 

(4) おいらせ町介護保険運営協議会 介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号。以下「省令」という。）第１４

０条の６６第１号ロ(2)に規定する地域

包括支援センター運営協議会としておい

らせ町執行機関の附属機関の設置等に関

する条例（平成２７年おいらせ町条例第

３１号）第３条第１項の規定により設置

する町長の附属機関をいう。 

  

（地域包括支援センターの職員に係る基準

及び当該職員の員数） 

（地域包括支援センターの職員に係る基準

及び当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ご

とに置くべき専らその職務に従事する常勤

の職員及びその員数（おいらせ町介護保険

運営協議会が第１号被保険者の数及び地域

包括支援センターの運営の状況を勘案して

必要であると認めるときは、常勤換算方法

（当該地域包括支援センターの職員の勤務

延時間数を当該地域包括支援センターにお

いて常勤の職員が勤務すべき時間数で除す

ることにより、当該地域包括支援センター

の職員の員数を常勤の職員の員数に換算す

る方法をいう。）によることができる。）

は、原則として次のとおりとする。 

第４条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ご

とに置くべき専らその職務に従事する常勤

の職員及びその員数は、原則として次のと

おりとする。 

(1) 保健師その他これに準ずる者 １人 (1) 保健師その他これに準ずる者 １人 

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 

１人 

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 

１人 



９９ 

改 正 案 現   行 

(3) 主任介護支援専門員（省令第１４０条

の６６第１号イ(3)に規定する主任介護

支援専門員をいう。）その他これに準ずる

者 １人 

(3) 主任介護支援専門員（介護保険法施行

規則（平成１１年厚生省令第３６号。次項

第２号において「省令」という。）第１４

０条の６６第１号イ(3)に規定する主任

介護支援専門員をいう。）その他これに準

ずる者 １人 

２ 略 ２ 略 

 

 (2) おいらせ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 新旧対照

表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１３条 地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者は、法第１１

５条の２３第３項の規定により指定介護予

防支援の一部を委託する場合には、次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

第１３条 地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者は、法第１１

５条の２３第３項の規定により指定介護予

防支援の一部を委託する場合には、次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性

の確保を図るためおいらせ町介護保険運

営協議会（介護保険法施行規則第１４０

条の６６第１号イに規定する地域包括支

援センター運営協議会としておいらせ町

執行機関の附属機関の設置等に関する条

例（平成２７年おいらせ町条例第３１号）

第３条第１項の規定により設置する町長

の附属機関をいう。）の議を経なければな

らないこと。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性

の確保を図るためおいらせ町介護保険運

営協議会（介護保険法施行規則第１４０

条の６６第１号ロ(2)に規定する地域包

括支援センター運営協議会としておいら

せ町執行機関の附属機関の設置等に関す

る条例（平成２７年おいらせ町条例第３

１号）第３条第１項の規定により設置す

る町長の附属機関をいう。）の議を経なけ

ればならないこと。 

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略 

 

  



１００ 

８ 議案第４６号関係 

 おいらせ町学校給食費の免除に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現   行 

（免除の対象者） （免除の対象者） 

第３条 この条例において、学校給食費免除

の対象とすることができる者は、おいらせ

町の学校へ在籍している児童生徒の保護者

とする。 

第３条 この条例において、学校給食費免除

の対象とすることができる者は、おいらせ

町の学校へ在籍している児童生徒の保護者

で、おいらせ町に住所を有している者とす

る。 

２ 略 ２ 略 

 



１０１ 

９ 議案第４７号関係 

  木ノ下中学校講堂改築工事（建築）請負契約の締結について 

 

  

開 札 執 行 日

入 札 執 行 者

番 号 ・ 件 名

納 品 場 所 地内

入札書比較価格

(予定価格の税抜）

順位

1

4

7

11

10

9

8

4

2

3

4

　　落札額　 635,000,000円（税抜）　　契約額　　698,500,000円（税込）

※　入札書比較価格及び入札金額には消費税額が含まれていない。

辞退

経商事株式会社

寺下建設株式会社

株式会社中屋敷建設 645,800,000

金　720,940,000 円予定価格(税込）

丸井重機建設株式会社 648,000,000

株式会社福萬組 647,700,000

648,000,000

紺野建設株式会社 650,000,000

株式会社小坂工務店 649,000,000

株式会社種市建業 655,000,000

株式会社佐藤建設工業 654,000,000

株式会社三村興業社 648,000,000

株式会社カネヒロ 648,800,000

入 札 者 氏 名
入 札 結 果

備 考
金 額

株式会社柏崎組 635,000,000 落札

工 事 第 87 号 木ノ下中学校講堂改築工事(建築)

おいらせ町

金　655,400,000 円

上久保

入　開　札　一　覧　表

令和 6年 8月21日

財政管財課長　田中　淳也  入札立会者 会計管理者　小向　正志



１０２ 

１０ 議案第４８号関係 

  木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）請負契約の締結について 

 

  

開 札 執 行 日

入 札 執 行 者

番 号 ・ 件 名

納 品 場 所 地内

入札書比較価格

(予定価格の税抜）

順位

1

8

6

3

2

7

4

5

　　落札額　 51,530,000円（税抜）　　契約額　　56,683,000円（税込）

※　入札書比較価格及び入札金額には消費税額が含まれていない。

日成電設株式会社 52,000,000

金　59,180,000 円予定価格(税込）

南電気工事株式会社 52,900,000

東興電気株式会社 52,300,000

株式会社溝口電気 51,800,000

株式会社京谷電気 51,600,000

有限会社谷島電気 53,700,000

株式会社河野電気工業 52,750,000

有限会社アイテック 51,530,000 落札

株式会社成田電気 辞退

入 札 者 氏 名
入 札 結 果

備 考
金 額

株式会社パル電装技研 辞退

工 事 第 88 号 木ノ下中学校講堂改築工事(電気設備)

おいらせ町

金　53,800,000 円

上久保

入　開　札　一　覧　表

令和 6年 8月21日

財政管財課長　田中　淳也  入札立会者 会計管理者　小向　正志



１０３ 

１１ 議案第４９号関係 

  木ノ下中学校講堂改築工事（機械設備）請負契約の締結について 

 

  

開 札 執 行 日

入 札 執 行 者

番 号 ・ 件 名

納 品 場 所 地内

入札書比較価格

(予定価格の税抜）

順位

2

10

6

1

9

3

8

5

6

3

　　落札額　 61,500,000円（税抜）　　契約額　　67,650,000円（税込）

※　入札書比較価格及び入札金額には消費税額が含まれていない。

入　開　札　一　覧　表

令和 6年 8月21日

財政管財課長　田中　淳也  入札立会者 会計管理者　小向　正志

工 事 第 89 号 木ノ下中学校講堂改築工事(機械設備)

おいらせ町

金　64,880,000 円

上久保

入 札 者 氏 名
入 札 結 果

備 考
金 額

不二興管工業株式会社 62,500,000

有限会社松本水道 64,800,000

有限会社田畑設備工業 64,000,000

株式会社成田総合設備 61,500,000 落札

東陽工業株式会社 64,500,000

有限会社田中水道工業所 63,000,000

中沢水道設備工業株式会社 64,100,000

株式会社オキタ工業 63,650,000

友住設備工業株式会社 63,000,000

金　71,368,000 円予定価格(税込）

株式会社北奥設備 64,000,000



１０４ 

１２ 議案第５０号関係 

  いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事請負契約の締結について 

 

  

開 札 執 行 日

入 札 執 行 者

番 号 ・ 件 名

納 品 場 所 地内

入札書比較価格

(予定価格の税抜）

順位

8

8

3

5

7

2

5

4

1

　　落札額　 61,000,000円（税抜）　　契約額　　67,100,000円（税込）

※　入札書比較価格及び入札金額には消費税額が含まれていない。

入　開　札　一　覧　表

令和 6年 8月21日

財政管財課長　田中　淳也  入札立会者 会計管理者　小向　正志

工 事 第 77 号 いちょう公園テニスコート人工芝等更新工事

おいらせ町

金　64,160,000 円

沼端

入 札 者 氏 名
入 札 結 果

備 考
金 額

株式会社柏崎組 64,160,000

株式会社三村興業社 64,160,000

有限会社リミックス 63,000,000

下道建設株式会社 63,500,000

株式会社カネヒロ 63,600,000

川口建設株式会社 62,800,000

有限会社山崎土建 63,500,000

有限会社新幸建設 63,100,000

株式会社種市建業 61,000,000 落札

金　70,576,000 円予定価格(税込）



１０５ 

１３ 議案第５１号関係 

  いちょう公園体育館移動式バスケットゴール購入契約の締結について 

 

  

開 札 執 行 日

入 札 執 行 者

番 号 ・ 件 名

納 品 場 所 地内

入札書比較価格

(予定価格の税抜）

順位

2

1

　　落札額　 5,700,000円（税抜）　　契約額　　6,270,000円（税込）

※　入札書比較価格及び入札金額には消費税額が含まれていない。

入　開　札　一　覧　表

令和 6年 8月21日

財政管財課長　田中　淳也  入札立会者 会計管理者　小向　正志

物 品 第 31 号 いちょう公園体育館移動式バスケットゴール購入

おいらせ町

金　6,378,000 円

沼端

入 札 者 氏 名
入 札 結 果

備 考
金 額

ゼビオ株式会社 ネクサスカンパニータケダス
ポーツ下田店 辞退

株式会社サンメディカル 八戸営業所 辞退

有限会社苫米地教材社 辞退

株式会社クドー事務機 辞退

株式会社東京堂 三沢支店 辞退

株式会社根久商店 5,900,000

オフィスワイエム 辞退

株式会社石岡燃料スポーツ 5,700,000 落札

有限会社下斗米教材 辞退

金　7,015,800 円予定価格(税込）



１０６ 

１４ 議案第５２号関係 

  青森県後期高齢者医療広域連合規約 新旧対照表（抜粋） 

変 更 案 現   行 

 

別表第１（第４条関係） 

 

別表第１（第４条関係） 

 

１ 被保険者の資格管理に関する申請及

び届出の受付 

 

２ 被保険者証及び資格証明書の引渡し 

 

３ 被保険者証及び資格証明書の返還の

受付 

 

４ 医療給付に関する申請及び届出の受

付並びに証明書の引渡し 

 

５ 保険料に関する申請の受付 

 

６ １から５までに掲げる事務に付随す

る事務 

 

 

１ 被保険者の資格管理に関する申請及

び届出の受付 

 

２ 資格確認書等の引渡し 

 

３ 資格確認書等の返還の受付 

 

 

４ 医療給付に関する申請及び届出の受

付並びに証明書の引渡し 

 

５ 保険料に関する申請の受付 

 

６ １から５までに掲げる事務に付随す

る事務 

 

 

 


